
鹿沼市建設工事入札参加資格審査事務処理要領 
 

（趣旨） 

第１条 鹿沼市建設工事請負業者資格審査要綱（平成２２年４月１日告示第５２号。以下「要綱」と

いう。）に基づく入札参加資格審査の事務処理は、この要領の定めるところによる。 

 

（資格審査の申請） 

第２条 建設工事入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）は、共同企業体を除き、栃木

県知事が別に告示する受付期間及び申請方法によるものとする。 

 

（審査基準日） 

第３条 資格審査の基準日は、別に定めるものを除き、資格審査の申請日とする。 

 

（格付基準） 

第４条 格付は、申請書が第２条の受付期間内に提出され、かつ、正式に受理した建設業者について

行うものとする。 

２ 前項の格付の基準とする点数（以下「格付基準点数」という。）は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める点数とする。ただし、客観点数（第６条に規定する客観点数をい

う。以下同じ。）のない者については、格付しないものとする。 

 (1) 鹿沼市内に本店を有する建設業者 客観点数に主観点数（第７条に規定する主観点数をいう。

以下同じ。）を加えた点数 

 (2) 鹿沼市外に本店を有する建設業者 客観点数 

３ 第１項の格付の結果、前回の格付の等級から２等級以上下位の等級になる場合は、前回の格付の等

級の１等級下位の等級にするものとする。  

 

（等級） 

第５条 格付基準点数に基づく工種別の等級は、次の表に定めるとおりとする。 

工種及び等級 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

土木工事一式 901 点以上 900 点～751 点 750 点～671 点 670 点以下 

建築工事一式 801 点以上 800 点～671 点 670 点以下 ― 

舗装工事 851 点以上 850 点～741 点 740 点以下 ― 

水道施設工事 781 点以上 780 点～711 点 710 点以下 ― 

その他 721 点以上 720 点以下 ― ― 



（客観点数） 

第６条 客観点数は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２９第１項の規定に基づ

き建設業者に通知された総合評定値（Ｐ点）をもって客観点数とする。この場合において、総合

評定値に係る要綱第３条第５号の審査基準日は、栃木県知事が告示する期間にあるものとする。 

 

（主観点数） 

第７条 主観点数は、定時登録を実施する年度の前３年度内の各年度（前年度を除く。）に完了検査

を実施した予定価格１３０万円以上の市発注工事（以下「対象工事」という。）に係る工事成績及

び特別点数をもって算定するものとし、次の各号に定める方法により算定するものとする。 

 

(1) 工事成績に係る補正率は、工種ごとの工事成績の平均点に応じ、次の区分によるものとする。 

工事成績の平均点 補 正 率 

８０点以上 ＋１０％       

７５点以上～８０点未満 ＋５％       

６５点以上～７５点未満 ０％       

６０点以上～６５点未満 －５％       

６０点未満 －１０％       

      ※対象工事がない場合の補正率は０％とする。 

 

補正率 

[算式]  客観点数  ×                         ＋ 特別点数 ＝ 主観点数 

１００

 

（注）主観点数は小数点以下を切り捨てるものとする。 

 

(2) 特別点数は、次の表により加算又は減算するものとする。ただし、鹿沼市優良建設業者優良

被表彰者に対する特別点数は、前年及び前々年の表彰実績によるものとする。 

なお、加算対象とするのは表彰の対象となった工種に限り、加算点数の上限を５０点とする。 

区  分 加減点数 

鹿沼市優良建設業者優良被表彰者 

当該工種に 

＋５０点 

対象工事の工事成績に６０点を下回った工事がある者 

当該工種１件につき 

－２０点 

建設業災害防止協会加入者 ＋２０点 

鹿沼市消防団協力事業所認定書交付事業所  ＋５点 

鹿沼保護区協力事業主会に加入している場合  ＋５点 

鹿沼市消防団員を常用雇用している場合 ＋１０点 

鹿沼市在住の保護観察対象者を雇用している場合 ＋１０点 

鹿沼市在住の障がい者を雇用している場合 ＋１０点 

鹿沼市在住の女性技術者を雇用している場合 ＋１０点 

鹿沼市在住の若年技術者を雇用している場合 ＋１０点 

 

  



 （施行期日） 

 この要領は、昭和６０年１１月１日から施行する。 

 （施行期日等） 

１ この要領は、平成元年７月１日から施行する。 

２ 改正前の鹿沼市建設工事入札参加資格審査事務処理要領の規定により格付がなされた県外業者

（栃木県の区域内に主たる営業所を有する建設業者をいう。）の格付にあたっては、翌年度に格付

がなされるまでの間、改正後の鹿沼市建設工事入札参加資格審査事務処理要領の規定により格付

されたものとみなす。 

  （施行期日） 

 この要領は、平成７年７月１日から施行する。 

  （施行期日） 

 この要領は、平成９年７月１日から施行する。 

  （施行期日） 

 この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

  （施行期日） 

 この要領は、平成１２年３月１日から施行する。 

  （施行期日） 

 この要領は、平成１３年１１月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この要領は、平成１４年１２月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成１８年１２月１日から施行する。 

 （施工期日） 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

この要領は、平成２３年３月９日から施行し、第５条の規定は平成２３年４月１日以降に執行す

る入札から適用する。 

 （施行期日） 

この要領は、平成２５年３月２２日から施行し、第５条の規定は平成２５年４月１日以降に執行

する入札から適用する。 

（施行期日） 

この要領は、平成２７年３月６日から施行し、第５条の規定は平成２７年４月１日以降に執行す

る入札から適用する。 

（経過措置） 

改正前の第５条の表における工種の区分が、建築工事一式、とび・土工・コンクリート工事、電気

工事、管工事及び水道施設工事については、平成２７年５月１日以後は改正後の第４条第２項の規

定は適用しない。 

（施行期日） 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成３１年３月８日から施行し、第５条の規定は平成３１年４月１日以降に公告及

び指名通知書を発送する入札から適用する。 

 （施行期日） 

この要領は、令和２年 10 月１日から施行し、第５条の規定は令和３年４月１日以降に公告及び指

名通知書を発送する入札から適用する。 



  （施行期日） 

 この要領は、令和３年３月８日から施行し、第５条の規定は令和３年４月１日以降に公告及び指

名通知書を発送する入札から適用する。 

  （施行期日） 

 この要領は、令和５年３月１日から施行し、第５条の規定は令和５年４月１日以降に公告し、及び

指名通知書を発送する入札から適用する。 


